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7 2024（令和6年）

国　税／�6月分源泉所得税の納付� 7月10日
国　税／�納期の特例を受けた源泉所得税（1月〜6月

分）の納付� 7月10日
国　税／�5月決算法人の確定申告（法人税・消費税

等）、11月決算法人の中間申告� 7月31日
国　税／�8月、11月、2月決算法人の消費税等の中

間申告（年3回の場合）� 7月31日
地方税／�固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

� 市町村の条例で定める日
労　務／�社会保険の報酬月額算定基礎届� 7月10日
労　務／�労働保険料（概算・確定）申告書の提出・

（全期・１期分）の納付� 7月10日
労　務／�障害者・高齢者雇用状況報告� 7月16日
労　務／�労働者死傷病報告（4月〜6月分）�7月31日

－定額減税の実施に伴い期限が変更されます－
　所得税予定納税額の減額承認申請� 7月31日
　所得税予定納税額第1期分の納付
� 7月1日〜9月30日

　令和6年4月から開始された、ダイレクト納
付をより便利に利用できる新機能。e-Taxで
申告等データを送信する際、必要事項にチェッ
クするだけで、各申告手続の法定納期限当日
に口座引落しによる納税が行えます。事前に
ダイレクト納付の利用手続きを行い、法定納
期限内に申告手続をする場合に利用可能です。

ワンポイント 自動ダイレクト

7 月 の 税 務 と 労 務7月 （文月）JULY

15日・海の日
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7 月号─2

　

令
和
６
年
度
税
制
改
正
で
は
、
賃

金
上
昇
が
物
価
高
に
追
い
つ
い
て
い

な
い
国
民
の
負
担
を
緩
和
し
、
物
価

上
昇
を
上
回
る
持
続
的
な
賃
上
げ
が

行
わ
れ
る
経
済
の
実
現
を
目
指
す
観

点
か
ら
、
所
得
税
・
個
人
住
民
税
の

定
額
減
税
の
実
施
や
賃
上
げ
促
進
税

制
の
強
化
等
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ

の
他
、
資
本
蓄
積
の
推
進
や
生
産
性

の
向
上
、
地
域
経
済
や
中
堅
・
中
小

企
業
の
活
性
化
等
の
観
点
か
ら
も

種
々
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
は
所
得
税
・
個
人
住
民
税
の

定
額
減
税
と
と
も
に
特
に
家
計
へ
の

影
響
が
大
き
い
子
育
て
世
帯
等
に
対

す
る「
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
拡
充
」「
住

宅
リ
フ
ォ
ー
ム
税
制
の
拡
充
」
に
ポ

イ
ン
ト
を
し
ぼ
っ
て
み
て
い
き
ま
す
。

１　
「
子
育
て
世
帯
等
」
と
は
？

　

子
育
て
中
の
世
帯
は
、
安
全
・
快

適
な
住
宅
の
確
保
や
、
子
供
を
扶
養

す
る
者
に
万
が
一
の
こ
と
が
あ
っ
た

際
の
リ
ス
ク
へ
の
備
え
な
ど
、
様
々

な
ニ
ー
ズ
を
抱
え
て
お
り
、
子
育
て

支
援
を
進
め
る
た
め
に
は
、
税
制
に

お
い
て
こ
う
し
た
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え

た
措
置
を
講
じ
て
い
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
そ
こ
で
、
子
育
て
世
帯
や
若

者
夫
婦
世
帯
に
対
す
る
住
宅
税
制

が
、
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

　

見
直
し
の
対
象
と
な
る
「
子
育
て

世
帯
等
」
は
、
今
回
の
税
制
改
正
で

新
た
に
定
義
付
け
さ
れ
た
概
念
で
、

次
の
①
又
は
②
に
該
当
す
る
世
帯
を

い
い
ま
す
。

①　

18
歳
以
下
の
扶
養
親
族
を
有
す

る
②　

自
身
又
は
配
偶
者
の
い
ず
れ
か

が
39
歳
以
下

２　

子
育
て
世
帯
等
に
対
す
る

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
拡
充

　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
は
、
住
宅
ロ
ー

ン
を
利
用
し
住
宅
の
新
築
な
ど
を
し

た
場
合
に
、
最
大
13
年
間
、
各
年
末

の
住
宅
ロ
ー
ン
残
高
の
０
・
７
％
を

所
得
税
額
か
ら
控
除
で
き
ま
す
。
な

お
、
借
入
金
に
は
一
定
の
限
度
額
が

あ
り
ま
す
。

⑴　

改
正
の
内
容

　

子
育
て
世
帯
等
の
住
宅
購
入
支
援

と
し
て
次
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

①　

新
築
・
買
取
再
販
住
宅
の
購
入

に
係
る
借
入
金
の
限
度
額
を
住
宅

の
種
類
ご
と
に
５
０
０
万
円
あ
る

い
は
１
０
０
０
万
円
上
乗
せ
す
る
。

②　

新
築
住
宅
の
床
面
積
要
件
に
つ

い
て
、
合
計
所
得
金
額
１
０
０
０

万
円
以
下
の
者
に
限
り
40
㎡
に
緩

和
す
る
。

⑵　

対
象
と
な
る
住
宅

　

改
正
内
容
を
具
体
的
に
示
し
た
の

が
表
１
で
す
。
対
象
と
な
る
住
宅
の

主
な
定
義
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

【
買
取
再
販
住
宅
】

・　

購
入
時
点
で
そ
の
住
宅
の
新
築

の
日
か
ら
10
年
を
経
過
し
て
い
る

も
の

・　

原
則
、
昭
和
57
年
１
月
１
日
以

後
に
建
築
さ
れ
た
も
の

・　

既
存
住
宅
に
つ
い
て
、
宅
地
建

物
取
引
業
者
に
よ
り
一
定
の
特
定

増
改
築
工
事
等
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と

【
Z
E
H
水
準
省
エ
ネ
住
宅
】

　
　

認
定
住
宅
（
認
定
長
期
優
良
住

宅
・
低
炭
素
住
宅
と
認
定
さ
れ
た

も
の
。
以
下
同
じ
。）
以
外
の
家

屋
で
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合

理
化
に
著
し
く
資
す
る
住
宅
と
し

て
建
築
士
等
が
証
明
し
た
も
の
。

【
省
エ
ネ
基
準
適
合
住
宅
】

　
　

認
定
住
宅
・
Z
E
H
水
準
省

エ
ネ
住
宅
以
外
の
家
屋
で
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
資
す

る
住
宅
と
し
て
建
築
士
等
が
証
明

し
た
も
の
。

⑶　

控
除
し
き
れ
な
い
税
額
の
扱
い

　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
適
用
し
て
所

得
税
額
か
ら
控
除
し
き
れ
な
い
税
額

が
あ
っ
た
場
合
は
、
従
来
と
同
様
、

控
除
限
度
額
の
範
囲
内
で
個
人
住
民

税
か
ら
控
除
さ
れ
る
取
扱
い
が
継
続

さ
れ
ま
す
。

⑷　

適
用
期
限

　

⑴
①
の
見
直
し
は
、
令
和
６
年
中

に
入
居
し
た
場
合
に
、
⑴
②
の
見
直

し
は
、
令
和
６
年
12
月
31
日
以
前
に

建
築
確
認
を
受
け
た
住
宅
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
で
き
ま
す
。

３　

子
育
て
世
帯
等
に
対
す
る

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
税
制
の
拡
充

　

マ
イ
ホ
ー
ム
に
耐
震
改
修
や
バ
リ

ア
フ
リ
ー
改
修
な
ど
の
リ
フ
ォ
ー
ム

令和６年度　　　　
税制改正のポイント
個人所得課税・子育て世帯
に対する支援を中心に　　
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を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
工
事
の
標
準

的
な
費
用
の
10
％
を
、
そ
の
年
分
の

所
得
税
額
か
ら
控
除
で
き
る
「
住
宅

リ
フ
ォ
ー
ム
税
制
」が
あ
り
ま
す
。

⑴　

改
正
の
内
容

　

子
育
て
に
対
応
し
た
次
の
６
つ
の

改
修
工
事
に
つ
い
て
、
対
象
工
事
限

度
額
を
２
５
０
万
円
、
最
大
控
除
税

額
を
25
万
円
と
す
る
特
別
枠
が
設
け

ら
れ
ま
し
た
。

・　

住
宅
内
に
お
け
る
子
ど
も
の
事

故
を
防
止
す
る
た
め
の
工
事

・　

対
面
式
キ
ッ
チ
ン
へ
の
交
換
工

事
・　

開
口
部
の
防
犯
性
を
高
め
る
工

事
・　

収
納
設
備
を
増
設
す
る
工
事

・　

開
口
部
・
界
壁
・
床
の
防
音
性

を
高
め
る
工
事

・　

間
取
り
変
更
工
事
（
一
定
の
も

の
に
限
る
）

　

こ
の
改
正
を
含
む
、住
宅
リ
フ
ォ
ー

ム
に
係
る
所
得
税
の
特
例
措
置
の
概

要
は
表
２
の
と
お
り
で
す
。

⑵　

適
用
期
限

　

こ
の
見
直
し
は
、
対
象
と
な
る
改

修
工
事
を
し
て
令
和
６
年
４
月
１
日

か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
間
に
入
居
し

た
場
合
に
適
用
で
き
ま
す
。

４　

今
後
予
定
さ
れ
て
い
る

子
育
て
世
帯
等
へ
の
支
援
措
置

　

来
年
の
令
和
７
年
度
税
制
改
正
で

は
、
子
育
て
世
帯
等
に
対
す
る
さ
ら

な
る
支
援
の
検
討
が
予
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
具
体
的
に
は
、
子
育
て
世
帯

等
に
対
す
る
生
命
保
険
料
控
除
を
拡

充
し
、
一
般
生
命
保
険
料
控
除
限
度

額
を
６
万
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
等

で
す
。
一
方
、
児
童
手
当
の
支
給
期

間
延
長
等
に
伴
い
、
高
校
生
は
一
般

扶
養
控
除
の
38
万
円
に
代
え
て
、
控

除
額
を
25
万
円
に
す
る
扶
養
控
除
の

見
直
し
も
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

５　

ま
と
め

　

少
子
高
齢
化
が
著
し
く
進
ん
で
い

る
我
が
国
の
社
会
経
済
情
勢
の
中

で
、
子
育
て
支
援
は
欠
か
す
こ
と
の

で
き
な
い
施
策
で
す
。
持
続
可
能
な

社
会
の
実
現
の
た
め
、
子
育
て
世
帯

等
の
可
処
分
所
得
を
少
し
で
も
増
加

さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
本
改
正

が
さ
れ
た
も
の
と
理
解
し
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

【参考資料】
国土交通省
「�住宅ローン減
税の制度内容
が変更されま
す」

【表1】住宅ローン控除の拡充
改正前（令和6年・7年入居）

新築・買取再販住宅
認定住宅

（認定長期優良
・認定低炭素）

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅

借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

　　改正後：令和6年入居の場合

借入限度額
子育て世帯等 5,000万円 4,500万円 4,000万円

それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円
（※1）子育て世帯等：18歳以下の扶養親族を有する者又は自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の者。
（※2）�被災地向けの措置についても、上記同様に借入限度額の子育て世帯等への上乗せを行うほか、床面積要件の緩和を継

続する。
� 財務省資料より
【表2】

対 象 工 事 対象工事限度額 最大控除額（対象工事）
耐 震 250万円 25万円
バリアフリー 200万円 20万円
省 エ ネ 250万円（350万円）注 25万円（35万円）注

三世代同居 250万円 25万円

長期優良住宅化
耐震＋省エネ＋耐久性 500万円（600万円）注 50万円（60万円）注

耐震or省エネ＋耐久性 250万円（350万円）注 25万円（35万円）注

子育て【拡充】 250万円 25万円
注　かっこ内の金額は、太陽光発電設備を設置する場合
� 国土交通省資料より
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　土地や建物を売ったときは、実際の売却
価額を収入金額として、譲渡所得が計算さ
れるのが原則です。しかし、売却先が法人
であり、売却価額が時価の2分の1未満の
場合は、売った土地や建物の時価を収入金
額として譲渡所得が計算されます。
　例えば、同族会社の社長が元々4千万円
で購入した土地を、その会社に4千万円で
売却します。利益は出ずに税金はかからな
いと考えていたところ、時価を調べたら1
億円でした。この場合、4千万円ではなく
1億円で譲渡したとみなして、譲渡所得が
計算されます。受取り額は4千万円ですが、
税務上の考え方は別ということです。
　この事例において、例えば6千万円で売
却した場合は、時価の2分の1以上となる
ことから、通常どおり実際の取引価額で計
算します。したがって、譲渡所得は、6
千万円－4千万円=2千万円となります。

KEY WORD  
土地等の低額譲渡

　
前
々
年
の
課
税
売
上
高
が
1
千
万

円
を
超
え
る
個
人
事
業
者
が
、
年
の

中
途
で
法
人
成
り
し
た
場
合
、
そ
の

法
人
の
消
費
税
の
納
税
義
務
は
ど
う

な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
場
合
の
納
税
義
務
の
有
無
の

判
定
は
、
事
業
者
単
位
で
行
い
ま
す

か
ら
、
法
人
成
り
す
る
前
の
個
人
と

法
人
成
り
後
の
法
人
と
は
事
業
上
継

続
性
が
あ
っ
て
も
別
々
に
判
断
し
ま

す
。
そ
の
た
め
、
法
人
成
り
に
係
る

個
人
事
業
者
の
前
々
年
の
課
税
売
上

高
が
1
千
万
円
を
超
え
る
場
合
で

も
、
法
人
成
り
後
の
法
人
は
前
々
事

業
年
度
の
課
税
売
上
高
が
あ
り
ま
せ

ん
の
で
納
税
義
務
は
生
じ
ま
せ
ん（
資

本
金
又
は
出
資
金
が
1
千
万
円
以
上

で
あ
る
新
設
法
人
を
除
き
ま
す
）。

　
な
お
、
今
回
の
場
合
、
前
々
年
の

課
税
売
上
高
が
1
千
万
円
を
超
え
て

い
ま
す
の
で
、
そ
の
年
の
個
人
事
業

者
で
あ
っ
た
期
間
に
つ
い
て
は
納
税

義
務
は
免
除
さ
れ
ま
せ
ん
。

個
人
事
業
者
の
法
人
成
り

－

課
税
売
上
高
の
判
定

－

■□□□□
　自宅で梅酒を作って楽しむことがあ
りますが、自宅で果実酒を作る場合に
酒税法上、漬け込んではいけないもの
があります。それは、次のうちどれで
しょうか。
①　りんご
②　ブルーベリー
③　やまぶどう

【解説】��
　「焼酎に梅を漬けて梅酒を作る」といった
行為は、新たに酒類を製造したものとみな
され、本来は違法な行為となります。
　ただし、消費者が自分で飲むために酒類
（アルコール分20度以上のもので、かつ、
酒税が課税済みのものに限ります。）に次
の物品以

・
外
・
のものを混和する場合には、例

外的に製造行為に該当しません。

・　米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃ
ん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれ
らのこうじ
・　ぶどう（やまぶどうを含みます。）
・　アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン
類、核酸分解物若しくはその塩類、有機
酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、
香料又は酒類のかす
　また、この規定は、消費者が自ら飲むた
めの酒類についての規定ですから、この酒
類を販売してはいけません。
　なお、旅館等を営む者が宿泊客等に提供
するため、酒類に他の物品を混和する場合
等、一定の要件を満たすときには、例外的
に酒類の製造に該当しないこととし、免許
や納税等が不要となる特例措置が設けられ
ています。この特例措置は、旅館等におい
て飲食時に宿泊客等に提供するために行う
場合に限られ、例えばお土産として販売す
ることはできません。
� �正解は、③やまぶどうでした。
	（出典：国税庁HP「お酒に関するQ&A」）
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